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１ 計画期間の延長に当たって 

大田区（以下「区」という。）は、令和５年度に内閣府から 2023 年度の「SDGs未来都市」

に選定されるとともに、その中でも特に優れた先導的な取組を行う「自治体 SDGsモデル事業」

にも選定されました。区は、社会状況が大きく変化する中においても、SDGｓに掲げる 17 の

ゴール達成のための取組を着実に推進するとともに、子育て・教育の充実、激甚化する自然災害

への対応、福祉と健康のまちづくり、経済と環境の両立、急速に進展する情報技術革新の活用な

ど、幅広い課題に対応することが求められています。一方、近年の法改正等による長時間労働の

是正やワーク・ライフ・バランスの充実といった働きやすい環境の整備は、人材確保が困難とな

る中、熱意ある人材を確保し、職員一人ひとりの生産性を向上させるために重要な要素となって

います。 

こうした中、区は、新たな総合計画1の策定に向けた取組を進めています。新たな基本構想で

示す将来像を実現していくためには、区政を支える職員について適正な定数の管理を行い、新た

な施策体系や行政需要の変化等に応じた職員数を確保していくことが必要です。 

現行の大田区職員定数基本計画（以下「本計画」という。）は、令和 4・5 年度を計画期間と

していましたが、新たな総合計画と連動した次期本計画の策定に向け、令和６年度まで期間を延

長します。 
 
 
 

 
 

  

                                                   
1 総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画のことを指します。基本構想は令和５年度中に、基本計画及び実施計画

は令和６年度中に策定する予定です。 

SDGs の理念に沿った取組を推進しようとする
都市の中から特にポテンシャルが高い都市を
公募・選定する内閣府の制度で、2018 年度に開
始されました。 
毎年 30 都市程度が選定され、2023 年度までに
全国 182 都市が選ばれています。 
 

区はSDGsの達成に向けて優れた取組を提案す
る都市として、内閣府から 2023 年度の「SDGs
未来都市」に選定されるとともに、その中でも
特に優れた先導的な取組を行う「自治体 SDGs
モデル事業」にも選定されました。 

SDGs未来都市とは 
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２ これまでの取組と検証 

（1）これまでの取組 

区では、これまでも継続的に業務の見直しと職員定数2の縮減に努めてきました。過去の計

画における実績は以下のとおりです。この結果、職員定数は、平成６年の6,264人から4,135

人（令和５年４月１日現在）まで縮減されました。 

 

 

（2）本計画（令和４年度～令和５年度）の検証 

本計画では、行政需要への対応や業務改革の取組について検証を行うこととしています。 
 

 ア 行政需要への対応 

幅広い行政需要に着実に対応するため、執行体制を強化してきました。 

 

〈増員により対応した行政需要の例〉 

 

【こどもまんなか社会の推進】 

「こどもまんなか社会」の実現に向け、担当部長・課長を新設するなど、執行体制を強化し

ました。次期「大田区子ども・子育て支援計画」の策定に向け検討を進めるほか、「とうきょう

子育て応援パートナー制度」を導入し、切れ目のない伴走型相談支援を実施するなど、こども

及び子育て家庭に寄り添った支援を充実させることで、子育てのしやすい環境の更なる向上を

図っています。 

 

 

 

 

                                                   
2 本計画で記載する「職員定数」とは、大田区職員定数条例（昭和 50年 3月 31 日条例第 28 号）第 2 条に定める

職員の定数の合計（事務事業を執行していくために必要な「現員数」の上限）です。 

「現員数」とは、区に在籍している全ての職員数（総職員数）から大田区職員定数条例で定める定数外職員（派遣、休

職、育児休業など）を除いた人数です。 

計画名等 期  間 
職員定数の 

縮減実績 

職員定数の

増加実績 
備  考 

平成６年４月１日現在の職員定数 ６,264 人  

事務事業等適正化計画 

おおた改革推進プラン 21 

平 成 ７ ～

15 年度 
△1,055 人 419 人 

職員定数増加は 12 年度の

清掃事務移管に伴うもの。 

大田区職員定数基本計画 
平成 16～

22 年度 
△1,076 人  

当初計画（16～20 年度）を

２年延長。 

大田区職員定数基本計画 
平成 23～

25 年度 
△248 人   

大田区職員定数基本計画 
平成 26～

28 年度 
△169 人  

フルタイム再任用職員の任

用開始（26 年度～）。 

大田区職員定数基本計画 
平成 29～ 

令和 3 年度 
±０人 

 

大田区職員定数基本計画 
令和４～ 

令和５年度 

定年年齢の引上げ 

（令和５年度～） 

職 員 定 数 増 減 合 計 △2,５48 人 419 人  

令和５年４月１日現在の職員定数 4,135 人  
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【学びと保障の充実】 

令和７年度に新設予定の教科「おおたの未来づくり」の導入準備として、授業を支援するため

のプラットフォームの構築や、研究・実践校の拡大などに取組んでいます。STEAM 教育を推進

することで、子どもたちの「創造的な資質・能力」の向上を図り、未来を拓き地域を支える力を

育みます。 

また、令和２年度に策定した不登校対策基本方針及び不登校対策アクションプランにより、不

登校の未然防止、早期支援、長期化の対応等への総合的な対策を推進しています。令和５年度に

は、不登校特例校分教室（みらい学園中等部）における転入学支援スペースを設置し、入室前後

の環境の変化に生徒が順応するための支援や、在籍生徒が一時的に休息できる場としても活用

することで、負担軽減を図り、安定した通学による学びにつなげていきます。 

 

【子ども・若者の支援】 

大田区若者サポートセンター「フラットおおた」を開設（令和 4 年 10 月末）しました。様々

な困難を抱える概ね 15 歳から 39 歳までの子ども・若者及びその家族を対象として、電話やメ

ール、対面での相談に加え、チャットによる相談システムを導入した総合的な相談窓口を整備す

るとともに、自由に過ごせる居場所も併設し、様々な交流体験プログラムを実施しています。 

 

【新型コロナウイルス感染症対応】 

保健所の体制を強化し、新型コロナワクチンの集団接種会場の設置や相談体制の充実など、新

型コロナウイルス感染症への迅速な対応を実施しています。 

 

【重層的支援体制整備事業の推進】 

複雑化した支援ニーズに対し、関係機関等と連携してチームでの支援を進めるとともに、地域

の多様な関係団体等との連携・協働の下、早期把握・早期支援による予防的福祉を実施していま

す。 

 

【沿線まちづくりの推進】 

「蒲田駅周辺地区基盤整備方針（令和 4 年 10 月）」や「下丸子駅周辺地区まちづくり構想（令

和 5 年 3 月）」の策定、「大田区鉄道沿線まちづくり構想（令和５年度策定予定）」に向けた検討

など、新空港線の整備を契機とした沿線まちづくりを加速させるための執行体制を強化してい

ます。 

 

【産業振興施策の推進・強化】 

    工業や商業など従来の産業施策に加え、中小製造業をつなぎ、稼ぐ力の向上を図る「デジタル

受発注プラットフォームの構築・拡大事業」や、副業兼業人材を活用した区内町工場・商店街の

地域課題解決等に取組んでいます。さらに区内産業を活性化させ、地域経済の持続的な発展を図

ります。 

 

【水防体制の強化】 

令和元年の東日本台風を踏まえ、田園調布地区に水防の活動拠点を整備しました（令和５年４

月運用開始）。激甚化する台風や集中豪雨などの自然災害に対し、迅速な水防活動を可能とする

ことで、区民の安全・安心の向上を図っています。 

 

【脱炭素社会の実現】 

    脱炭素社会の実現に向けた取組を強化するため、大田区脱炭素戦略を策定しました（令和５年

３月）。再生可能エネルギーの導入拡大、省エネ設備の導入、省エネ行動の推進により、温室効

果ガス削減に取り組みます。 
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 イ 業務改革（BPR）・事務事業の見直しの徹底 

次のとおり業務改革の取組を実施することで、行政需要に対応するための人的資源を確

保してきました。 

これらの取組により、令和４・５年度の現員数3は、計画目標である４，１３５人の職員

定数の範囲内になっています。 

 

・事務事業見直し・再構築 

継続的な事務事業の見直しにより、感染症対策などの行政課題に対応するための人員の

確保に繋げました。 

  〈主な内容〉 

項目 内容 

会計年度任用職員の社会保険の事務

手続きに係る執行体制見直し 

各課で対応していた社会保険の事務手続きを人事課に集
約することにより事務の効率化を図った。 

新型コロナウイルス感染者の管理業

務の負担軽減 

新型コロナウイルス感染症の感染者管理システムへの入
力作業にRPAを導入し、職員の作業負担の軽減を図った。 

介護認定業務の執行体制の見直し 
地域福祉課で実施していた介護認定業務の一部を介護保
険課に移管することで、業務の効率化を図った。 
 

保育園における服務及び経理業務の

負担軽減 

服務や経理業務について気軽に相談できるデスクを本庁
舎に設置し、各園の負担軽減を図った。 

 

・外郭団体等との適切な役割分担 

外郭団体等との適正な役割分担を行い、既存事業の総量抑制と事業効果の拡大を図りま

した。 

〈主な内容〉 

外郭団体 事業内容 

（公財）大田区産業振興協会 

・「PiO フロント」事業 
 区内事業者に対する、多彩な支援メニューの受付を集約した
経営相談窓口を開設。産業プラザ全体の案内機能も有し、来館
者の利便性を向上。 
 

（一財）大田区環境公社 

・資源持ち去りパトロール事業 
 区の集積所に排出された資源の持ち去りを防止するためパ
トロールを委託。 

・食品ロス削減プロジェクト 
 区内小・中学校を対象とする食品ロスに関する出前授業や区
内事業者から排出される未利用食品を区内福祉団体等で有効
活用するための地産地消型未利用食品マッチング事業を委託。 
 

（一社）大田観光協会 

・マイクロツーリズムの推進 
地域に詳しいスタッフによるボランティアガイドや地域の

魅力を発掘するモニターツアーの生成により、マイクロツーリ
ズムを推進。 

 

 

                                                   
3 本計画でいう「現員数」とは、区に在籍している全ての職員数（総職員数）から大田区職員定数条例で定める定数外

職員（派遣、休職、育児休業など）を除いた人数です。 
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・デジタル技術を活用した業務改革 

行政のデジタル化を力強く推進するため、令和４年度から情報政策部門の体制を強化し

ています。DX の更なる推進により、業務の効果・効率を高めるとともに、区民の利便性向

上を図っています。 

〈主な内容〉 

取組項目 概要 

福祉情報共有システムの導入 

重層的支援体制の実現に向け、福祉関連の相談情報や資
格・給付情報などを福祉部内の各 窓口で情報共有するシ
ステムを導入（令和５年 4 月）しました。システムを通
じて区民の状況を的確に把握し、最適な窓口サービスを提
供します。 
 

RPAの活用 

職員がコンピューターを操作して行う作業を自動で代行
する RPA 等を活用するなど、自動化技術の導入を推進
し、業務を効率化しています。 
 

ネットワーク基盤等のインフラ整備 

ネットワーク基盤を強化し、庁内外での Web 会議の利用
拡大や、ビジネスチャットツールの導入、庁内無線 LAN
の整備を進めました。業務の効率化や生産性の向上と同時
に、セキュリティ水準を向上します。 
 

証明書交付機の導入 

マイナンバーカードを利用して自動で住民票の写しや各
種証明書を取得できる交付機を本庁舎及び特別出張所（一
部除く）に設置しました。 
窓口で交付する証明書の数の減少のほか、区民の利便性の
向上を図っています。 
 

 

・会計年度任用職員の効果的活用 

会計年度任用職員4は、新型コロナウイルス感染症対応など一時的・臨時的な業務の発生

による業務量の急激な増加や、専門性の高い業務、定型的な業務への対応に活用しており、

令和 2 年度の導入以降、年々増加しています。（図 1 参照） 

例えば、令和４年度は、「臨時特別給付金事務支援員」の新設により、電力・ガス・食料

品等価格高騰緊急支援給付金の円滑な給付に資する体制を整えたほか、令和５年度には、

「母子保健支援調整員」として専門性の高い職を新設するなど有効的に活用してきました。 

常勤職員との適正な役割分担のもと、会計年度任用職員は、効果的・効率的な行政運営を

行うにあたり重要な人的資源となっています。 

〈 図１：会計年度任用職員数（職種別）の推移（各年度 4 月 1 日現在）〉 

  

                                                   
4 「会計年度任用職員」とは、一会計年度（4月 1 日から翌年 3月 31 日）を超えない範囲で任用される、一般職の

地方公務員です。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（令和２年４月１日施行）により制度が導入され

ました。 

816 969 1,004 1,043 

642 
612 590 599 

R2 R3 R4 R5
事務系 その他

1,458 1,581 1,594 1,642 

『大田区人事白書』等より抜粋 

（人） 
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3 職員数の状況 

（１）他区との比較 

   大田区における職員 1 名あたりの区民の数5は、平成 20 年度以降増加傾向です。特別区

の平均を上回り、近年は 180 人台で推移しています。（図 2 参照） 

令和４年度においては、23 区中４番目に高い数値となっています。（図３参照） 

    

 

 〈 図２：特別区全体と大田区の職員 1 名当たりの区民数の推移 〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〈 図 3：令和４年度 23区における職員１名当たりの区民数 〉 

    

  

                                                   
5 「職員数」は、区に在籍している職員から育児休業や病気休職など大田区職員定数条例で定める定数外職員を除い

た人数です。 

  「区民数」は、住民基本台帳法より記録された各年度の 4月 1 日現在の人口〈外国人を含む〉です。 

   

151
155

158
160

162

167
170

175
178

180
182

184
182 182 183

138
141

144
147

149
152

154
157

159 159 160 160 160 159 159

130

140

150

160

170

180

190

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

大田区 特別区平均

『大田区人事白書』より抜粋 

60

110 114 114 119 124 127 131
142 142 147

155 158 160 164 167 171 174 175
183

191

209 209

0

50

100

150

200

250

千
代
田

中
央

文
京

台
東

渋
谷

港 新
宿

荒
川

目
黒

北 豊
島

墨
田

品
川

葛
飾

板
橋

中
野

杉
並

練
馬

世
田
谷

大
田

江
戸
川

足
立

江
東

『大田区人事白書』より抜粋 

（人） 

（人） 



 

- 7 - 

 

（２）職員数の推移 
 
 ア 職員数と歳出決算額の推移 

職員の現員数は、平成 20 年度の 4,565 人から、令和 5 年度は 3,964 人と 601 人の

減員となりました。（図４参照）これは、業務改革の着実な実施に加え、保育園の民営化や

技能系職種の退職不補充等を進めてきたことが主な要因として挙げられます。 

一方、区の一般会計歳出決算額は、行政需要の増大や課題の多様化・複雑化等に伴い増加

しており、今後も職員に求められる役割や業務は大きくなると考えられます。 

令和 6 年度以降も、新たな行政課題や予測不可能な自然災害・感染症等の危機に迅速か

つ的確に対応する体制を維持するため、引き続き、必要な職員数を適正に算定し、確保して

いく必要があります。 

 

 

 

  〈 図４：条例定数・現員数と歳出決算額の推移6〉 

  

                                                   
6 「条例定数」 …大田区職員定数条例（昭和 50 年 3月 31日条例第 28号）第 2 条に定める職員の定数の合計

（事務事業を執行していくために必要な「現員数」の上限）です。 

 「現員数」  …区に在籍している全ての職員数（総職員数）から大田区職員定数条例で定める定数外職員 

（派遣、休職、育児休業など）を除いた人数です。 

 「歳出決算額」…一般会計の歳出決算額です。ただし、令和 2年度は定額給付金除外した額、令和 4 年度は第６次

補正後の予算額、令和５年度は当初予算額です。いずれも億円以下を切り捨てた金額です。 
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 イ 定数外職員7等の状況 

育児・介護休業法の改正による男性の育児休業取得の促進等に伴い育児休業取得者が増

加しているほか、病気休職取得者も増加傾向にあります。（図 5、6 参照） 

病気休職取得者の中でも、メンタル不全を理由とした休職者が増加しており、全職員を対

象としたストレスチェックでは、仕事のストレス要因として 44％の職員が「集中力を要し

高度の知識を必要とされる難しい仕事である」と心理的な仕事の負担を感じているという

結果が出ています。8 

こうした状況を踏まえると、仕事と家庭の両立、健康管理等の観点から、職員が安心して

働くことができる環境を整備することが必要です。 

 

〈 図 5：育児休業者数と現員数に対する割合の推移 〉       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 図 6：病気休職者と現員数に対する割合の推移 〉 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 大田区職員定数条例第２条（抜粋） 
第３項 国、他の地方公共団体その他の団体における研修、派遣、事務従事、休職、配偶者同行休業、育児休業、大

学院修学休業、公務災害休業、6月以上の職務免除及び併任の場合の職員の定数は、これを定数外とする。 

第４項 休職者、育児休業者及び公務災害休業者が復職した場合の職員の定数は、1 年間を限り、これを定数外とする

ことができる。 
8 ストレスチェックの結果は、令和４年 11 月改訂『大田区職員の「心の健康づくり計画」』より抜粋しています。こ

のほか、総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室 令和５年 3 月発行「総合的なメンタルヘルス対策に関する研究会

報告書」によると、地方公務員のメンタルヘルス不調による長期休務者（1 カ月以上）は右肩上がりに増加しており、

令和３年度は職員 10万人当たり 1,903 人と、10 年前の約 1.６倍という調査結果があります。なお、メンタルヘル

ス不調以外の疾病による長期休務者は、ほぼ横ばいです。 
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４ 今後の定数管理における基本的な考え方 

（１）基本的な考え方 

今後の定数管理における基本的な考え方は以下のとおりとします。   
 

 

・ 今後策定する新たな基本構想・基本計画の推進や、多様化・複雑化する行

政課題への対応に必要な職員定数を適正に算定する。 
 

・ 定数の算定にあたっては、職員が働きやすい環境づくりや、突如発生する

自然災害、健康危機等にも速やかに対応できる体制を確保することも考慮

する。 
 

・ 新たな課題の発生等に伴う業務量の増加に対応するため、引き続き業務改

革を徹底する。 
 

・ 一時的・臨時的な業務、専門性の高い特殊性のある業務、定型的な業務に

ついて、会計年度任用職員を効果的に活用する。 

 

 

 

  〈業務改革の手法〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新たな行政需要に対応するための業務改革 

（１）事務事業見直し・再構築 

   事業効果の向上、事業の統廃合、外郭団体との適正な役割分担 

（２）業務の効率化 

   公民連携の推進、ＤＸの推進、マニュアルの整備 

（３）運営体制の見直し 

   組織間の協力体制の構築、担当グループの統合 

（４）会計年度任用職員の効果的活用 

   常勤職員との役割分担の整理 
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（２）今後想定される行政需要 
 

  〈令和６年度行政需要増加の概要〉 

・デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

・公共施設の改築、最適化 

・自然災害等への防災・危機管理対応 

・スポーツ健康都市の推進 

・羽田イノベーションシティ等を活用した産業振興施策の推進・強化 

・包摂的な地域づくり及び重層的支援体制の推進 

・健康危機管理体制の強化 

・（仮）大田区子ども家庭総合支援センター（区立児童相談所）開設に向けた対応 

・こどもまんなか社会の推進 

・国土強靭化に対応したまちづくりの推進 

・新空港線整備と鉄道沿線のまちづくり 

・「環境先進都市」の実現に向けた取組の推進  等 

 

 

５ 計画対象期間 

 新たな基本計画と連動させる観点から、本計画の期間を 1 年延長し令和 6 年度までとしま

す。 

 

６ 計画上限数 

令和６年度の現員数の推計が 3,991 人であることを踏まえ、引き続き 4,135 人を上限と

した定数管理を行います。 

 

７ 令和７年度以降の定数管理について 

（１）令和７年度以降に見込まれる行政需要への対応については、SDGｓに掲げる 17 ゴール

の達成に向けた取組や新たな基本構想で示された区の方向性を踏まえ、必要人員を適正に

算定の上、令和７年度以降を計画期間とする次期本計画に反映します。 

 

（２）個別の行政課題ごとの正確な業務量算定に加え、緊急的に人的資源が必要な場合に備えた

冗長性を加味した人員の算定も検討します。 

 

（３）本計画期間中の行政需要への対応や業務改革への取組などについて、確認・検証を行いま

す。 
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